
Power Alliance Tax Accountant Offfice

編 集 発 行 人  
パワーアライアンス税理士事務所 
税理士  若 杉　治 
〒151-0073 
東京都渋谷区笹塚3-37-1 

第1花井ビル2F 
TEL  03（5365）4744㈹ 
FAX  03（5365）4745 
E-mail info@wakasugi.zei-mu.net 

プロジェクト1_0  2020/12/19  13:27

1 2021（令和3年）

国　税／ 給与所得者の扶養控除等申告書の提出 
 本年最初の給与支払日の前日

国　税／ 報酬、料金、地代、家賃等の支払調書の提出
 2月1日

国　税／ 源泉徴収票の交付、提出 2月1日
国　税／ 12月分源泉所得税の納付 1月12日

（納期の特例を受けている事業所の7～12月
分は1月20日）

国　税／ 11月決算法人の確定申告 
（法人税・消費税等） 2月1日

国　税／ 5月決算法人の中間申告 2月1日
国　税／ 2月、5月、8月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 2月1日
地方税／ 固定資産税の償却資産に関する申告 2月1日
地方税／ 給与支払報告書の提出 2月1日
労　務／ 労働保険料の納付（第3期分） 2月1日

 （労働保険事務組合委託の場合2月15日まで）

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、
売上の減少に直面した料飲店等への救済措置
として、在庫酒類の持ち帰り販売を可能とし
た有効期限 6カ月間の期限付き酒類販売免許。
昨年 6月で申請は終了しましたが、感染症の
収束が見えないことから一定要件の下、今年
3月 31 日まで期限が延長されています。

ワンポイント 料飲店等期限付酒類小売業免許

1 月 の 税 務 と 労 務1月 （睦月）JANUARY

1日・元日　11日・成人の日

日 月 火 水 木 金 土
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1 月号 ─ 2

　

働
き
続
け
な
が
ら
育
児
を
行
う
た

め
の
制
度
（
育
児
・
介
護
休
業
法
な

ど
）の
整
備
は
進
ん
で
い
る
も
の
の
、

社
内
の
育
休
等
の
制
度
が
十
分
に
整

備
・
周
知
さ
れ
て
い
な
い
ケ
ー
ス
や
、

代
替
要
員
の
確
保
が
難
し
い
と
い
っ

た
事
情
も
あ
り
、
従
業
員
が
育
休
等

の
制
度
利
用
を
躊
躇
す
る
こ
と
や
、

や
む
を
得
ず
退
職
に
至
る
こ
と
も
少

な
く
あ
り
ま
せ
ん
。
生
産
年
齢
人
口

の
減
少
が
進
行
す
る
状
況
に
お
い

て
、
仕
事
と
子
育
て
の
両
立
を
進
め

て
い
く
た
め
、
企
業
と
し
て
き
め
細

や
か
な
支
援
を
し
て
い
く
こ
と
が
求

め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

今
回
は
、「
育
休
復
帰
支
援
プ
ラ

ン
」
策
定
マ
ニ
ュ
ア
ル
（
厚
生
労
働

省
）
を
基
に
、
従
業
員
の
円
滑
な
育

休
取
得
か
ら
職
場
復
帰
ま
で
を
支
援

す
る
ポ
イ
ン
ト
を
説
明
し
ま
す
。

　

な
お
、
マ
ニ
ュ
ア
ル
全
文
及
び
本

文
中
で
触
れ
た
面
談
シ
ー
ト
そ
の
他

復
帰
支
援
に
用
い
る
各
種
の
様
式

は
、
厚
生
労
働
省
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
す
る
こ
と
が
で

き
ま
す
。

一
　
プ
ラ
ン
の
策
定
方
法

　
「
育
休
復
帰
支
援
プ
ラ
ン
」
を
策

定
・
実
施
す
る
こ
と
で
、
従
業
員
は

安
心
し
て
育
休
か
ら
復
職
で
き
、
制

度
利
用
者
の
所
属
す
る
職
場
で
は
、

快
く
休
業
に
送
り
出
す
こ
と
が
で
き

ま
す
。
ま
た
、
プ
ラ
ン
を
実
行
し
、

職
場
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
が
改
善
さ
れ

る
こ
と
は
、
職
場
全
体
の
業
務
の
効

率
化
に
つ
な
が
る
可
能
性
が
あ
り
ま

す
。

　

企
業
に
お
け
る
従
業
員
の
円
滑
な

育
休
取
得
か
ら
職
場
復
帰
ま
で
の
支

援
に
は
、
大
き
く
分
け
て
次
の
三
つ

の
ス
テ
ッ
プ
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
ぞ

れ
の
ス
テ
ッ
プ
の
ポ
イ
ン
ト
を
踏
ま

え
、
自
社
の
状
況
に
応
じ
た
育
休
復

帰
支
援
プ
ラ
ン
を
策
定
す
る
こ
と
が

望
ま
し
い
で
し
ょ
う
。

①　

制
度
の
設
計
・
導
入
・
周
知

②　

制
度
対
象
者
に
対
す
る
支
援

③　

職
場
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
の

「
育
休
復
帰
支
援
プ
ラ
ン
」策
定

二
　
各
ス
テ
ッ
プ
の
実
施
事
項

㈠　

制
度
の
設
計
・
導
入
・
周
知

　

こ
の
段
階
で
実
施
す
べ
き
事
項
と

し
て
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

①　

仕
事
と
妊
娠
・
出
産
・
育
児
と

の
両
立
支
援
に
関
し
て
、法
律（
労

働
基
準
法
、
男
女
雇
用
機
会
均
等

法
及
び
育
児
・
介
護
休
業
法
）
で

定
め
ら
れ
た
措
置
や
制
度
を
整
備

し
ま
す
。

②　

企
業
に
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

措
置
に
つ
い
て
は
、
自
社
の
状
況

を
確
認
の
上
、
未
整
備
の
場
合

は
、
整
備
・
修
正
を
実
施
し
ま
す
。

③　

法
律
を
上
回
る
支
援
策
や
そ
の

他
の
両
立
支
援
制
度
に
つ
い
て

は
、ま
ず
運
用
で
柔
軟
に
対
応
し
、

従
業
員
か
ら
の
ニ
ー
ズ
を
把
握
し

た
上
で
必
要
と
思
わ
れ
る
も
の
を

制
度
化
す
る
方
法
も
あ
り
ま
す
。

法
律
に
定
め
ら
れ
た
も
の
以
外
の

支
援
策
の
例
を
掲
げ
ま
す
。

・
産
休
、
育
休
前
面
談
（
本
人
の
産

休
、
育
休
の
予
定
や
復
職
後
の
就

業
イ
メ
ー
ジ
に
つ
い
て
上
司
等
と

話
し
合
う
機
会
を
設
け
る
）

・
休
業
中
の
情
報
提
供
（
組
織
体
制

や
ル
ー
ル
の
変
更
、
職
場
復
帰
後

に
担
当
す
る
業
務
の
進
捗
状
況
な

ど
）

・
復
職
前
や
復
職
後
の
面
談
（
仕
事

と
育
児
の
両
立
に
あ
た
っ
て
配
慮

し
て
ほ
し
い
こ
と
や
今
後
の
働
き

方
な
ど
）

・
職
場
復
帰
支
援
の
研
修

・
配
偶
者
出
産
休
暇
（
出
産
の
立
ち

会
い
や
産
後
の
サ
ポ
ー
ト
推
進
等
）

・
在
宅
勤
務
制
度

④　

従
業
員
が
気
軽
に
相
談
で
き
る

相
談
窓
口
の
設
置
・
相
談
担
当
者

の
任
命
等
、
制
度
を
運
用
す
る
体

制
整
備
も
検
討
す
る
と
よ
い
で
し

ょ
う
。

⑤　

設
計
・
整
備
し
た
制
度
を
社
内

に
周
知
す
る
方
法
に
は
、
㋑
全
社

的
な
周
知
、
㋺
経
営
層
・
管
理
職

へ
の
周
知
、
㋩
制
度
対
象
者
へ
の

周
知
が
あ
り
ま
す
。

　
　

全
社
的
な
周
知
で
は
、
制
度
内

容
だ
け
で
は
な
く
、
制
度
導
入
の

背
景
や
意
義
等
に
つ
い
て
も
説
明

を
行
う
こ
と
で
、
対
象
者
以
外
の

従
業
員
の
育
休
取
得
に
対
す
る
理

解
や
協
力
を
求
め
や
す
く
な
り
ま

す
。

　
　

管
理
職
に
対
す
る
周
知
で
は
、

制
度
対
象
者
が
育
休
を
取
得
し
、

育
児
休
業
か
ら
の
復
帰
支
援

（「
育
休
復
帰
支
援
プ
ラ
ン
」策
定
マ
ニ
ュ
ア
ル
よ
り
）



3 ─ 1 月号

復
職
す
る
た
め
の
職
場
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
は
管
理
職
の
重
要
な
責
務
の

一
つ
で
あ
る
こ
と
の
意
識
付
け
を

図
り
ま
す
。

　
　

制
度
対
象
者
へ
の
周
知
で
は
、

処
遇
面
を
含
め
た
制
度
内
容
の
詳

細
や
申
請
方
法
等
を
説
明
し
、
不

明
な
点
や
不
安
な
点
が
あ
れ
ば
相

談
で
き
る
窓
口
を
案
内
し
ま
す
。

㈡　

制
度
対
象
者
に
対
す
る
支
援

　

妊
娠
期
か
ら
復
職
後
に
、
ど
う
い

っ
た
制
度
を
利
用
で
き
る
の
か
、
企

業
か
ら
ど
う
い
っ
た
支
援
を
受
け
ら

れ
る
の
か
を
知
る
こ
と
は
、
制
度
対

象
者
が
安
心
し
て
育
休
を
取
得
、
職

場
に
復
帰
し
、
仕
事
を
継
続
し
て
い

く
た
め
に
必
要
な
事
項
で
す
。

　

ま
た
、
管
理
職
や
企
業
に
と
っ
て

も
、
制
度
対
象
者
の
妊
娠
期
の
体
調

や
、
職
場
復
帰
後
の
働
き
方
の
意

向
、
育
児
の
状
況
を
知
る
こ
と
で
、

必
要
な
配
慮
や
、
支
援
を
想
定
す
る

こ
と
が
出
来
ま
す
。

　

制
度
対
象
者
が
企
業
の
制
度
を
知

り
、
ま
た
上
司
や
企
業
が
制
度
対
象

者
の
意
向
を
把
握
す
る
た
め
、
制
度

対
象
者
・
上
司
・
企
業
の
三
者
で
面

談
の
機
会
を
設
け
情
報
共
有
す
る
こ

と
が
有
効
で
す
。情
報
共
有
の
際
は
、

面
談
シ
ー
ト
や
支
援
・
手
続
き
フ
ロ

ー
、
届
出
・
手
続
き
管
理
表
な
ど
を

設
け
、
そ
れ
ら
を
活
用
し
な
が
ら
実

施
し
て
い
く
と
良
い
で
し
ょ
う
。

　

な
お
、
初
め
て
育
休
取
得
者
が
発

生
す
る
職
場
の
上
司
は
、
制
度
対
象

者
に
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
す
べ
き
か

悩
む
こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
。
円
滑

に
育
休
を
取
得
し
職
場
復
帰
で
き
る

よ
う
、
上
司
が
制
度
対
象
者
に
ど
う

い
っ
た
配
慮
を
す
べ
き
か
、
企
業
か

ら
情
報
提
供
を
す
る
こ
と
が
、
職
場

の
ト
ラ
ブ
ル
を
未
然
に
防
ぐ
こ
と
に

繋
が
り
ま
す
。
職
場
の
上
司
が
制
度

対
象
者
を
快
く
休
業
に
送
り
出
せ
る

よ
う
、
制
度
対
象
者
だ
け
で
は
な
く

上
司
に
対
す
る
支
援
も
行
っ
て
い
き

ま
し
ょ
う
。

㈢　

職
場
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
と
し
て
の

「
育
休
復
帰
支
援
プ
ラ
ン
」策
定

　

制
度
対
象
者
の
希
望
を
踏
ま
え
、

円
滑
な
育
休
取
得
・
職
場
復
帰
を
支

援
す
る
た
め
に
、
職
場
の
状
況
、
そ

し
て
制
度
対
象
者
の
業
務
の
状
況
を

確
認
し
ま
し
ょ
う
。

　

作
成
す
る
プ
ラ
ン
を
確
実
に
運
用

し
て
い
く
た
め
に
も
、
制
度
対
象
者

の
み
な
ら
ず
職
場
メ
ン
バ
ー
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
向
上
や
各
人
の
能
力
を

引
き
出
し
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
育
休
を
取
得
し
や

す
い
環
境
づ
く
り
、
多
様
な
人
材
が

活
躍
で
き
る
職
場
風
土
の
醸
成
が
大

切
で
す
。

①　

育
休
前
の
対
策

　

育
休
取
得
者
が
休
業
前
に
担
っ
て

い
た
業
務
を
休
業
中
も
滞
り
な
く
進

め
る
た
め
、
業
務
の
棚
卸
し
と
業
務

分
担
の
見
直
し
や
代
替
要
員
の
確
保

な
ど
を
行
っ
て
お
き
ま
す
。

②　

育
休
中
の
対
策

　

育
休
取
得
者
の
円
滑
な
職
場
復
帰

に
向
け
て
、
育
休
中
に
会
社
か
ら
定

期
的
に
情
報
提
供
を
行
う
等
、
コ
ミ

ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
図
る
こ
と
や
、

ス
キ
ル
の
維
持
、さ
ら
に
は
ス
キ
ル
・

ア
ッ
プ
の
支
援
を
行
う
こ
と
も
有
効

で
す
。

　

育
休
取
得
者
が
育
休
中
に
安
心
し

て
育
児
に
専
念
し
、
か
つ
、
職
場
復

帰
へ
の
不
安
を
軽
減
す
る
こ
と
に
も

繋
が
り
ま
す
。

③　

復
帰
後
の
対
策

　

職
場
復
帰
後
し
ば
ら
く
の
間
は
、

仕
事
と
育
児
の
両
立
や
、
業
務
面
で

支
障
が
生
じ
て
い
な
い
か
ど
う
か
等
、

上
司
が
面
談
等
を
通
じ
て
フ
ォ
ロ
ー

す
る
こ
と
が
重
要
で
す
。
休
業
前
と

仕
事
の
流
れ
や
作
業
手
順
が
変
わ
っ

た
場
合
等
は
、
作
業
面
を
サ
ポ
ー
ト

す
る
従
業
員
を
任
命
す
る
等
、
職
場

全
体
で
サ
ポ
ー
ト
す
る
こ
と
も
検
討

し
ま
し
ょ
う
。

④　

働
き
方
の
見
直
し

　

従
業
員
が
円
滑
に
育
休
取
得
・
職

場
復
帰
を
行
う
た
め
に
は
、
い
つ
対

象
者
が
出
て
も
業
務
に
支
障
が
な
い

よ
う
な
体
制
を
整
備
す
る
よ
う
に
、

管
理
職
が
日
頃
か
ら
職
場
マ
ネ
ジ
メ

ン
ト
等
の
準
備
を
進
め
て
お
く
こ
と

が
必
要
で
す
。

　

体
制
整
備
の
例
と
し
て
、
次
の
よ

う
な
も
の
が
あ
り
ま
す
。

・
多
能
工
化

・
業
務
の「
見
え
る
化
」

・
ジ
ョ
ブ
シ
ェ
ア
リ
ン
グ
・
ペ
ア
制（
複

数
の
従
業
員
で
担
当
）

・
シ
フ
ト
の
見
直
し
（
多
少
の
余
裕

を
持
た
す
よ
う
な
シ
フ
ト
の
見
直

し
、
様
々
な
作
業
を
担
う
こ
と
の

で
き
る
熟
練
者
を
既
存
の
シ
フ
ト

か
ら
切
り
離
し
、
シ
フ
ト
に
欠
員

が
生
じ
た
場
合
に
対
応
す
る
要
員

と
し
て
配
置
す
る
等
）

　
「
育
休
復
帰
支
援
プ
ラ
ン
」
を
策

定
・
導
入
し
た
事
業
主
が
、
プ
ラ
ン

に
基
づ
く
取
組
を
行
い
、
労
働
者
の

円
滑
な
育
休
取
得
・
職
場
復
帰
に
取

り
組
ん
だ
場
合
の
助
成
金
と
し
て
、

両
立
支
援
等
助
成
金
（
厚
生
労
働

省
）が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。



　令和2年10月1日より、本人確認等を
目的として医療保険の保険者番号及び被保
険者等記号・番号の告知を求めることが禁
止されました（告知要求制限）。
　これは、プライバシー保護の観点から設
けられたもので、健康保険事業又はこれに
関連する事務の遂行等の目的以外で告知を
求めることを禁止したものです。
１　告知要求制限の対象
　医療保険の被保険者証だけでなく、高齢
受給者証、限度額適用認定証など、医療保
険の記号・番号等が記載された書類等の提
出を求めることは、すべて告知要求制限の
対象となります。
２　提示等を求める際の留意事項
　本人確認等のために被保険者証等の提示
を求める際の留意事項を掲げます。
①　被保険者証の提示を受ける場合に、記

号・番号等を書き写さない。
②　写しを取る場合には、記号・番号等を

復元できない程度にマスキングをする。
③　被保険者証の写しの送付を受けること

により本人確認等を行う場合には、あら
かじめ、申請者等に記号・番号等にマス
キングを施すよう求める。

④　マスキングが施されていない写しを受
けた場合には、その提供を受けた者がマ
スキングを施す。

⑤　記号・番号等の告知を求めているかの
ような説明を行わない。

などが該当します。
３　告知要求制限の対象とならないもの
　保険医療機関・医療保険の保険者等や、
保険者から委託を受けた者が健康保健事業
に関連する事務を行う場合などは、告知要
求制限の対象にならず、記号・番号等の告
知を求めることが出来ます。
　告知要求制限の詳細は、厚生労働省ホー
ムページにてご確認ください。

医療保険の被保険者等記号・
番号等の告知要求制限

　事業者が労働安全衛生法等に基づく健康
診断を実施したときは、「健康診断個人票」
を作成し、それぞれの健康診断によって定
められた期間、保存しておかなくてはなり
ません。
　令和2年8月28日以降は、健康診断個
人票にこれまで必要だった医師や歯科医師
の押印（電磁的記録で保存する場合は電子
署名）が不要となり、記名のみでよいこと
とされています。
　常時50人以上の労働者を使用する事業
者は定期健康診断を行った場合、「定期健
康診断結果報告書」を所轄の労働基準監督
署に提出するよう義務づけられています。
この報告書に必要であった産業医の押印

（または電子署名）も不要とされ、記名の
みでよいこととなりました。健康診断のほ
か、ストレスチェックを行った後の報告書
についても同様に、産業医の押印（または
電子署名）が不要とされました。

健康診断個人票等の医師等の
押印不要
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